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用語について
本方針においては便宜上、日本国籍の県民を「県民」、外国籍の県民を「外国人」と
分けて表記しています。
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第１章 日本語教育推進に係る基本的な方針の概要

１．背景及び趣旨

近年、日本の在住外国人数が増加しており、本県でも令和 3 年６月末時点では 4,725
人と、平成 28 年同月の 3,763 人と比較して５年間で約 26％増加しています。

その主な要因としては、技能実習生の受入が増加していることがあります。また、外
国人材は、各産業の継続・発展を支える貴重な存在として、今後ますますの活躍が期待
されています。

こうした外国人の方々が、日本社会の中で生活していく上で必要な日本語を身につけ、
教育や就労・生活の場で円滑に意思疎通できる環境を整備をするため、日本語教育のさ
らなる充実が求められるようになり、令和元年 6 月に議員立法により、「日本語教育の
推進に関する法律」（以下、「推進法」という。）が成立しました。また、翌年６月には、
推進法に基づく「日本語教育の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するための
基本的な方針」（以下、「国の方針」という。）が閣議決定されました。

推進法では地方自治体に「日本語教育の推進に関し、地域の実情に応じた施策を策定、
実施する責務(第 5 条)」を有すると規定しており、また「国の方針を参酌し、日本語教
育の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針を定めるよう
努める(第 11 条)」といった努力義務が規定されています。

本方針はこのような状況を踏まえて、本県における日本語教育の充実を図り、外国人
との共生社会の実現を目指すための、取組の基本方針として策定するものです。

２．位置づけ

本方針は、推進法第 11 条の規定に基づく国の方針を参酌し、本県の基本的な方針と
して策定するものです。

また、本方針は県の関連する方針・計画との整合性を図りながら推進します。特に令
和３年３月策定の「高知県外国人材確保・活躍戦略」は、外国人材の受入環境整備の全
体施策を示すものであり、日本語教育支援も項目に盛り込まれていることから、同戦略
に基づく取組と本方針に基づく取組は、一体的に推進を図ります。

３．方針の期間

対象とする期間は、令和４年度から令和７年度までの４年間とします。
ただし、この間、外国人を取り巻く環境に著しい変化が生じた場合には、必要に応じ

て見直しなどを行っていくものとします。



2

第２章 県内における外国人を取り巻く状況

１．教育の場における状況

（１）日本語指導が必要な児童・生徒の受入状況

文部科学省が実施している「日本語指導が必要な児童生徒の受入状況等に関す
る調査」によると、令和 3 年５月時点での本県の公立学校における日本語教育が
必要な児童生徒数は、23 人です。また、日本語指導が必要な児童生徒の使用言語・
母国語は、日本語が多いものの様々な言語に分かれています。

今後、新しい在留資格の創設に伴い家族帯同で在住する外国人が増えると予想
されることから、将来的にはさらに外国籍の児童生徒が増加することが見込まれ
ます。

※R3 年度は速報値（文部科学省調査）
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（２）留学生の受入状況

県内高等学校、大学、専修学校で受け入れている留学生の多くがアジア地域か
らの留学生で、中国からの留学生が最も多くなっています。

留学生の多くは母国ですでに日本語を学んでいたり、学内で日本語を学んだり
しており、日本語でのコミュニケーションが円滑にとれる場合が多いですが、卒
業後の進学先や就職先として、県内に定着してもらうための仕組みづくりが課題
となっています。

２．就労の場における状況

高知労働局の公表によると、令和３年 10 月末時点で、3,391 人の外国人労働者が
913 事業所において雇用されており、外国人労働者は年々増加しています。

国籍別では、ベトナムが最も多く、次いでフィリピン、中国の順となっています。

※R3 年度予定受入数（「高知県の国際交流」より）
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また在留資格別では「技能実習生」が最も多く、全体の 61%を占めます。次いで永住
者など「身分に基づく在留資格」、「専門的・技術的分野」となっています。

産業別では、農林漁業が最も多く、次いで製造業、卸売業・小売業、建設業となっ
ているほか、様々な分野で外国人が雇用されており、外国人が各産業の重要な労働力
になっています。

その一方で、県が令和２年度に県内事業所を対象に実施した外国人雇用実態調査に
おいては、外国人受入れに関する課題として「日本語でのコミュニケーションがとり
づらい」「社内の受入れ体制の整備」という意見があげられており、日本語教育に関す
る支援が求められています。

国籍別・外国人労働者の推移

①技能実習
2,053人(61%)

②身分に基づく在留資格
558人(16%)
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④資格外活動
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⑤特定活動 79人(2%)
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